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第７回 行政手続部会 

議事録 

 

 

１．日時：平成28年12月20日（火）16:00～18:02 

２．場所：合同庁舎第４号館４階共用第２特別会議室 

３．出席者： 

 （委 員）髙橋滋（部会長）、森下竜一（部会長代理）、大田弘子（議長）、野坂美穂、

原英史、吉田晴乃 

 （専門委員）川田順一、佐久間総一郎、堤香苗 

 （政 府）山本内閣府特命担当大臣（規制改革） 

      西川内閣府事務次官 

 （事務局）刀禰次長、石崎参事官、大槻参事官 

 （報告者）内閣府：籠宮大臣官房審議官（経済財政運営担当） 

      内閣官房：広瀬日本経済再生総合事務局次長 

 （ヒアリング出席者）日本商工会議所：杤原理事 

           日本経済団体連合会：上田産業政策本部長 

           経済同友会：藤森行政・制度改革委員長 

４．議題： 

  （開会） 

   １．事業者ニーズの把握について 

   ２．事業者へのアンケート結果（事業者ニーズの把握関係） 

   ３．「規制・行政手続のコスト削減に関する意見募集」の結果 

     （事業者ニーズの把握関係） 

   ４．他部局における先行的取組の検討状況 

   ５．規制・行政手続コスト削減の重点分野、目標・手法の検討にあたって 

  （閉会） 

５．議事概要: 

○髙橋部会長 それでは、時間となりましたので、第７回「行政手続部会」を開会させて

いただきます。 

 本日は、お忙しい中御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

 出席状況でございますが、大崎専門委員、國領専門委員が御欠席でございます。 

 本日は、大田議長に御出席いただいております。 

 なお、野坂委員につきましては途中で御退席でございます。 

 大変お忙しい中、山本大臣には会議の前半御出席を頂戴しております。 

 では、まず、山本大臣より御挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○山本大臣 師走のお忙しいところにお集まりいただきまして、本当にありがとうござい

ます。 

 本日は、規制・行政手続コスト削減に向けて、事業者のアンケート、意見募集の結果を

いただいて、次の検討課題に議論を進めるということであります。 

 年度末に向けて重点分野とか削減目標を決めて行くということでありますが、ぜひ事業

者のニーズをしっかりと踏まえた上で、すばらしい結果を生んでいただければと思ってお

ります。 

 私どもも全力を挙げて、それを受けて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○髙橋部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、報道関係の方々はここで御退席をお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

○髙橋部会長 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 本日は、まず、これまでの事業者ニーズの把握につきまして、事務局から御説明を頂戴

したいと思います。よろしくお願いします。 

○大槻参事官 お手元の資料１をごらんください。 

 規制・行政手続コストの削減を進める上での事業者のニーズを把握していくということ

で、このため、２の（１）ですけれども、団体等からのヒアリングを行ったところです。

第３回から第５回の部会にかけまして、経済団体、士業団体、政府関係機関、有識者の合

計13団体等から意見を聴取いたしました。 

 また、第６回部会においてその結果を報告し、負担感の類型別に意見を整理いたしまし

た。 

 （２）としまして、事業者に対するアンケート調査を行っています。11月に日本商工会

議所、日本経済団体連合会、経済同友会と共同で、各団体の会員企業に対してアンケート

を実施し、約800社から回答を得ました。 

 経済団体に御協力いただいたアンケートの調査項目は、本日の資料の最後に参考資料３

という束がございますが、ここにアンケートの項目をつけてございまして、どのような手

続に負担を感じているか、また、どのような負担を感じるかといったことを確認したとこ

ろです。本日はこれから各団体よりその結果を御報告いただくことになっております。 

 最後（３）としまして、内閣府ホームページを活用した意見募集を行っております。募

集期間におきまして、事業者、団体、個人等から計105件の意見が提出されました。この後、

本日の部会において結果を報告いたします。 

○髙橋部会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、経済団体と共同で行いました事業者へのアンケートにつきまして、経済団

体の方々より御説明を頂戴したいと思います。 

 本日お越しいただきましたのは、日本商工会議所の杤原理事、日本経済団体連合会の上
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田産業政策本部長、経済同友会の藤森行政・制度改革委員長のお三方でございます。どう

もありがとうございます。 

 まず、日本商工会議所より、資料２－１に沿いまして御説明を頂戴したいと思います。 

 なお、質疑は３団体の御説明の後、まとめて行いたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○杤原理事 資料がございますので、座ったままで失礼いたします。 

 前回の11月21日のヒアリングに続きまして、２回目の発言の機会を賜り、ありがとうご

ざいます。 

 前回は、やや規模の小さいところを対象にした調査の結果を説明しましたが、本日は内

閣府と共同調査ということで、やや大きめの企業が対象になってございます。 

 資料２－１のA4版横長の資料をお開きいただきたいと思います。 

 １ページでございますけれども、下段に書いてございますとおり、11月にアンケート調

査を実施させていただきました。調査票は3,000社にお配りし、455社から集計可能な回答

をいただいたところです。 

 この455社からいただいた回答を集計したものが２ページ以降でございますけれども、属

性をごらんいただきますとわかりますように、私どもは総合経済団体ということで、満遍

なく各業種から声をいただいております。なかでも、建設業、製造業、運輸業、卸売業、

小売業、不動産業から、特に多くいただいてございます。 

 また、右の円グラフのとおり、回答企業の約８割が常用雇用者100人以下ということです

ので、中小・小規模企業からの声が多いと御理解いただきたいと思います。 

 ３ページ、４ページを見開きでごらんいただきたいと思います。調査結果の全体像を概

要としてお示ししております。３ページの左側半分が事業の継続・拡大時、右側上半分が

事業開始時、下半分が事業終了・承継時ということですが、いずれも同じような傾向を示

しております。 

 左側半分を見ていただきますと、複数回答になりますが、455社のうち46.4％が「営業の

許可・認可」の事務負担が重いと感じております。続いて「補助金の交付申請」、「調査・

統計に対する協力」、「社会保険」、「従業員の納税」、「国税」、「地方税」となって

おります。「国税」と「地方税」を足すと、一くくりで税務分野ということになろうかと

思います。 

 続いて、少し低くはなりますが「従業員の労務管理」、「補助金の事後手続」、「行政

への入札・契約」という公共調達の分野、この辺りが並んでくるという形になります。 

 ４ページが負担を感じている手続の分野ということになります。回答企業数の多い順に

上から順番に整理させていただいたものですが、右側に負担を感じている手続がございま

して、括弧内が回答企業数になっております。 

 一番上の税務分野を見ていただきますと、「従業員の納税」の手続を負担に思っている

企業が151社、「国税」の手続を負担に思っている企業が147社、「地方税」の手続を負担
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に思っている企業が129社、「従業員への各種証明書類」の発行手続を負担に思っている企

業が69社ということで、括弧内の数字を足しますと、真ん中の回答企業数合計の496という

数字になります。足し上げた数を上から多い順番に並べていきますと、結局のところ、事

業をやっていく中では「税務」、「補助金・助成金」、「社会保険」、「許可・認可」、

「行政による調査」、「公共調達」、「貿易・輸出入」といった手続分野に負担を感じて

いるということになります。 

 その下の水色とグリーンの箱のちょうど境目のところに、それぞれ「登記」というもの

がございます。「商業登記」や「不動産登記」などに関する手続は、事業開始時、事業終

了・承継時ともに発生しますが、この登記分野についても割と負担を感じている企業が多

いという結果になっています。 

 時間の関係がございますので、７ページまで飛んでいただきたいと思います。下に表が

ございますが、赤くなるほど回答の割合が多いというものでございます。①から⑬までい

ろいろな手続における負担の内容を書いていますが、基本的に左側に赤い色が寄っており

ます。どの手続においても基本的に「①申請様式の記載方法、記載内容がわかりにくい」、

「②提出書類の作成の負担が大きい」、「③組織・部署毎に申請様式・書式等が異なる」

という回答が多いということです。また、特に「営業の許可・認可」、「補助金の交付申

請」では、「⑩手続に要する期間が長い」、「⑬申請受理後の進捗状況が分からない」と

いう声が多い結果となっております。これらは、要は、将来の経営計画のめどが立たない

ので一番困る、ということであります。手続の期間が特定されていれば、あるいは限定さ

れていれば、手続が終了次第すぐ営業に移れるということですので、そういったことが改

善されるとありがたいということです。 

 最後の11ページをごらんください。自由記述で幾つか答えていただいておりまして、１

つ目の○にございますように、電子申告システムには国税のe-Taxと地方税のeLTAXがあり

ますが、非常に使いづらいとのことでございます。特に、わざわざ電子署名とカードリー

ダーを有料で購入しなければならず、小さなことですがこういったことが負担となってい

るということです。また、国税のe-Taxと地方税のeLTAXで互換性がなく、それぞれ登録し

直す必要があり不便であるという意見もございました。 

 ２つ目の○ですが、海外でスムーズに許可がおりた医療機器でも、日本では許可に長い

時間と手間がかかり、負担に感じたということです。 

 ４つ目の○ですが、いろいろな許可申請について、５年ごとに更新手続をしなければな

らないが、各自治体毎に異なった申請書式や添付書類を一々そろえて申請しないといけな

いので手間であるということです。 

 ５つ目の○ですが、入札の際、ヒアリングの日時が決め打ちで融通がきかないので、中

小企業にとっては負担であるということです。 

 最後に、年金事務所はふだんから非常に問合せが多く、年金事務所に電話をしてもつな

がらないケースが多いということで、急ぎの場合に困るということです。 
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 これらのアンケート調査を踏まえ、日本商工会議所で意見書をとりまとめましたので、

本日配付させていただきました。時間の関係がございますので、A3判横の概要版をごらん

いただきたいと思います。基本認識のところの２つ目の○に書いてございますが、今回の

調査結果でも明らかなように、生産性向上の障害や長時間労働の要因として、規制や行政

手続の煩雑さを上げる声が多いということです。これを改善すれば、民間企業のみならず

行政の職員の皆様の長時間労働の是正にも役立つということで、ひいては今、政府が目指

している働き方改革にもつながるのではないかということです。 

 こういった中で、先ほどのアンケートを踏まえ、私ども商工会議所としては、左側の１．

にございますとおり、当面重点的に簡素化すべき行政手続分野として、「社会保険」、「補

助金・助成金」、「税務」、「許可・認可」、「公共調達」、「貿易・輸出入」、「登記」、

「行政による調査」の８分野の事務負担を減らしていただければありがたいと考えており

ます。 

 ただし、これらの分野の行政手続簡素化を具体的に進めようとしても、行政手続の数が

そもそもどれだけあるのか、余りにも多過ぎて私どもも把握しきれません。それから、ヒ

アリング等で個別の事例を収集いたしましたが、それもごく一部ですので、わかった範囲

の個々の事案のみを簡素化しても効果は限定的であると考えられます。 

 したがって、右の２．にありますとおり、行政手続簡素化を進めるための手法について

提案してございます。 

 まず、（１）にありますとおり、手続の総量を把握したうえで削減目標を設定してはど

うかということです。イギリス等で25％削減という目標を掲げて成功した事例があると伺

っておりますので、例えば全省一律で20％という削減目標を立てて、そこに向かって官民

で取組を進めてはどうかということです。 

 （２）は、思い切って「原則」と「例外」を逆転する発想でご検討いただいてはどうか

ということです。１つ目の○にありますとおり、現に、中小企業庁では補助金申請書類を

「原則３枚以内」にし、例外的に必要があればそれ以上を認めるという形になっておりま

すので、他の省庁でもこういった取組ができないかということです。これが実現できれば、

官民ともに事務負担が軽減されるということかと思います。 

 （２）の２つ目の○は、通常、営業を規制する法律は、許可・認可が原則となっていま

すが、原則として自由にしていただいて、必要なものは届出制、あるいは登録制とし、さ

らに必要なもの、命にかかわるようなものは許可・認可制とすることで、できる限り規制

緩和できないかということです。 

 （２）の３つ目の○は、入札しても最終的に落札できない業者のほうが多いわけですの

で、例えば、初期段階では簡易な応募様式でとりあえず応札させて審査にかけ、最終的に

残った業者から細かな書類を取るといった「多段階選抜方式」も有効ではないかという提

案でございます。 

 （３）は、書類の提出先をできるだけワンストップ化していただきたいということです。



6 

 

特に「東京開業ワンストップセンター」のように、特区の中で効果が出ている優れた事例

もありますので、ぜひこういう事例を全国に展開していただきたいということです。 

 （４）は、地方分権の中でやむを得ないこととは思いますが、各自治体の様式がばらば

らになっている一方、事業者は全国で営業活動をしておりますので、できるだけ統一の様

式にしていただきたいということです。 

 （５）は、ICT化を進めてほしいということと、マイナンバーが導入されておりますので、

できる限りマイナンバーの情報連携機能を活用して、添付書類を極力削減するという取組

をお願いしたいということです。 

 （６）は、窓口によって手続期間に格差があるようですので、できるだけ手続期間の均

一化・短縮化をお願いしたいということです。 

 最後になりますが、（７）にありますとおり、これらの簡素化が図られた暁には、実費

を徴収している証明料あるいは手数料について、削減された分に見合った金額をぜひ引き

下げてほしいということです。 

 商工会議所からは以上でございます。 

○髙橋部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、日本経済団体連合会より御説明を頂戴したいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○上田産業政策本部長 資料２－２に沿って説明申し上げます。 

 まず、開いていただいて２ページ目ですが、発送数が1,529に対して、289社・団体から

回答を得ております。 

 回答企業の属性ですが、日本経済団体連合会ですので、３ページにございますように、

基本的には大企業です。全業種カバーしておりますが、製造業のウエートが約43％と比較

的高くなっております。 

 次の４ページを見ていただいて、基本的に経団連企業は設立されてから大分たっている

ところがほとんどでございますので、今回のアンケートでは事業開始時、事業継続・拡大

時、終了時にどのような手続に負担を感じるかという設問でしたが、ほとんどの企業が事

業継続・拡大時の手続ということで、いろいろと課題を指摘しておりますので、そこを中

心に御説明申し上げたいと思います。 

 ５ページ目でございますが、どのような手続に負担を感じているかということで、左側

のグラフをごらんください。これは事業継続・拡大時の手続ということでございますが、

一番多かったのが、字が非常に小さくて申し訳ないのですが、調査・統計に関する協力と

いうことで、これは47.8％、次が社会保険に関する手続で、46.7％、続きまして、従業員

の納税に係る事務ということで、所得税（源泉徴収、年末調整）、住民税（特別徴収）、

これが46.7％。４番目が地方税の申告・納付、５番目が国税の申告・納付、６番目が営業

の許可・認可に係る手続、次が従業員からの請求に基づく各種証明書類の発行ということ

で、大体ここら辺が各社とも負担に感じている手続の代表的なところとなります。 
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 おめくりいただきまして、６ページでございます。全体としては今、申し上げたとおり

でございますが、製造業と非製造業で何か特徴があるのかということで、製造業になりま

すと、例えば個別品目の輸出入許可の話とか、化学品の安全管理とか、産業保安等々の手

続が加わり、非製造業分野では、営業の許認可、行政への入札・契約に関する手続の割合

が多くなってくるという傾向がございます。 

 ７ページでございますが、さらに細かく業種別に何か特徴が出ているのかということで、

大きな差はないのですけれども、例えば建設業ですと営業の許認可関係の手続が多くなる

とか、運輸業においては補助金の交付申請に係る手続の負担が多いという傾向が出ており

ます。 

 次に、具体的にそれぞれの手続のどの部分が負担になっているかという点につきまして、

飛んで９ページをごらんください。総論としては、ここにございますように、手続別の負

担感を見てみますと、提出書類の作成負担というのが一番多いということになっておりま

す。また、同様の書類を複数の組織、部署、窓口に提出しなければならないことが地方税

あるいは調査・統計、社会保険で多くなっています。あと、オンライン化の課題について

は社会保険、調査・統計に多いという結果が出ております。 

 ちなみに、個別に見てまいりますと、この表の01ということで、営業の許可・認可の部

分については、今、申し上げたとおり、赤いところに数字で97と書いておりますが、提出

書類の作成負担が多いということ。その左右に申請様式の記載方法とか記載内容がわかり

にくいとか、複数の部署に同じものを出さなければいけないとか、あと、オンライン化に

ついても、右のほうに行っていただくと、濃いピンクのほうですけれども、44という数字

が出ておりますが、手続のオンライン化が全部または一部されていない。添付書類につい

ても紙とかCDで別途提出しなくてはいけないといったことが課題となっております。あと、

特に許認可で多いのは、申請を受理した後、どこまでプロセスが進んでいるのかわからな

いという不満も出ております。 

 おめくりいただきまして、10ページの表の左側、11をごらんください。国税ですが、こ

れには法人税、所得税、消費税等の申告・納付が含まれますが、一番負担が大きいのが提

出書類の作成ということで、赤いマークで101という数字が出ております。その左側の申請

様式の記載方法、内容がわかりにくいという話、オンライン化の部分も今、申し上げたと

おりでございます。概して、オンライン化はなされているという話があるのですが、実際

その手続がオンライン化されているが使いにくく、結局、紙で提出したほうが早いという

ことがあります。大企業で電子申請が使われない理由もこの辺りにもあるかと思います。 

 地方税においてもほぼ同じような指摘が見られます。 

 13の社会保険に関する手続になりますと、提出資料の作成負担に加えまして、オンライ

ン化の部分の数字が高く出ております。 

 従業員の納税に係る事務等でもほぼ同じ傾向が出ています。 

 17の調査・統計に対する協力の部分も、ほぼ同じです。提出書類の作成負担が大きいと
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いうのが大きく出ておりますので、大体の傾向値として赤とピンク色の部分ということで、

手続はそれぞれ異なるのですけれども、負担感についてはほぼ同じ傾向が見られるのでは

ないかと感じております。 

 次以降は、事業の開始時とか終了時の話がありますので、大幅に飛んでいただき、具体

的にイメージが湧きにくいかと思いますので、自由記述でどういうものが出ているのかを

御紹介したいと思います。16ページをごらんいただけますでしょうか。これは個別意見で

出された例示でございますが、例えば調査・統計の負担感で、１番目のチェックのところ

で「経済センサス・活動調査」あるいは「工業統計調査」はデータ収集作業の負担が大き

いとか、次のチェックにございますように「民間給与実態調査」これは人事院、「民間給

与実態統計調査」これは国税局、「賃金構造基本統計調査」これは厚生労働省ですが、こ

れらの回答内容はほとんど類似している。できれば一本化もしくはオンライン化してもら

いたいという要望が出されております。 

 社会保険につきましては、例えば２番目のチェックでは、申請に必要な添付書類が非常

に多いため、紙で作成、提出したほうが早く、電子化による作成工数の削減効果が限定的

であるということで、BPRしないまま電子化しても負担感が減らないという典型例かと思い

ます。あと、複数の事務所に同じ書類を提出しなければならない事例ということで、雇用

保険の適用事業所を新設する際に、労働基準監督署、公共職業安定所、双方に全く同じよ

うな届出が必要だけれども、こういうのも一本化してもらえないかという要望が出ており

ます。 

 従業員の納税に関する事務ということで、例えば住民税の特別徴収税額決定通知書につ

いては、自治体ごとに通知書の様式が異なっているということ。あるいは、紙ベースで自

治体から配布されますので、それをまた配布する作業に多大な工数を要するということで、

このあたりは電子化してもらえないかという要望が出ております。３つ目のチェックのと

ころは、やはり年末調整を行う負担が大きいため、確定申告ベースにすると負担が大幅に

減るのではないかという指摘もいただいております。 

 ④の地方税の申告・納付では、２番目のチェックで、電子納税は自治体ごとに対応状況

が異なっていて使い勝手が悪いという指摘もいただいてございます。 

 ⑤の国税の申告・納付につきましては、法人税の申告に当たりまして、例えば添付書類

の、電子データをつけるとき、可能容量が少ないという声がございます。 

 e-Tax、eLTAXでは、先ほど日本商工会議所からも指摘があったと思いますが、電子証明

書を無償化してもらえないかという話や、電子証明書の取得手続を簡素化してもらいたい

という話が出ております。 

 その他ということで、特徴的な意見が幾つか出されておりますが、例えば就労証明書等

につきましても、様式とか記入項目が自治体ごとに異なり、手書きでの対応は非常に負担

が大きいという意見が出されております。 

 マイナンバーにつきましても、例えば事業者が報酬等を支払う場合に個人等からマイナ
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ンバーを得ないといけないわけですけれども、提供を拒否される場合があるという話や、

マイナンバーの物理的安全管理措置に関する企業側の負担が大きいという指摘もいただい

ております。 

 こういった個別の指摘も踏まえて、全般的な指摘でございますが、ここに書いてござい

ますとおり、特に自治体ごとにいろいろと業務や進め方が異なっていて、そこら辺の標準

化、共通化を進めるべきではないかという意見がございます。あるいは、許認可手続等に

おいては、必要事項や監督官庁等々を全て把握することは非常に困難なので、担当部局を

超えたワンストップ提供を実現できないかということも指摘いただいております。さらに、

行政手続の簡素化を進めるに当たっては、従来の発想を超えて業務の改廃も含めた業務プ

ロセスの見直しが必要であるという指摘をいただいております。 

 最後、18ページでございますが、大体今、申し上げた点をここにまとめてございます。

解決に向けてどういう手法が一番いいのかということでございますが、基本的にはしっか

り業務改革やBPRをしていただいた上で、電子化を一体的に推進するということが基本では

ないかと感じております。 

 日本経済団体連合会からは以上でございます。 

○髙橋部会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、経済同友会より御説明を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○藤森行政・制度改革委員長 経済同友会の藤森です。 

 まず、２ページ目ですけれども、我々は982社に発送いたしまして、171社から回答を得

ております。 

 ３ページ目、我々もやはり大企業が多く、製造業、運輸業等が回答数としては多くなっ

ています。 

 ５ページ目に移りまして、回答企業が負担を感じている手続につきましては、トップ５

に挙がった項目は日本経済団体連合会さんと同じなのですが、若干順番が違いまして、経

済同友会では１位が社会保険に関する手続で、これが50％を超えています。それから、従

業員の納税に関する事務も50％を超えています。続いて、地方税、国税、調査・統計に対

する協力、従業員からの請求に基づく各種証明書類の発行、こういうところが40％を超え

ています。 

 事業開始と事業終了については数が少ないのですけれども、事業開始時については、許

可・認可に係る手続に負担を感じているという結果が出ています。 

 その次の６ページですけれども、これも日本経済団体連合会さんと同じように、製造業

と非製造業の違いについて見たわけですけれども、製造業はほぼ全面的に負担を感じてい

るという結果が出ています。 

 ８ページ、主に負担を感じている先ほどの５つの分野のうち、国税、地方税、社会保険

等についていうと、提出書類作成の負担が大きい、様式が異なる、この２つに赤が集中し、
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オンライン化については、オンライン化されていないか、されていても使いにくいという

ところに赤が集中しています。 

 記述式でいきますと、ずっと飛んで、14ページ、特に意見が多かったというか、同様の

意見が複数寄せられたものを抜粋しますと、例えば社会保険・労働に関しては、就労証明

書というのがありまして、これは自治体ごとにほぼ全部様式が違う。それを手書きで対応

しなくてはいけない。これは特に保育園等についての就労証明書というのが結構あって、

それに対する負担が多いので、女性の活躍等を考えると、この辺について改善していただ

きたい。書式を統一するだけで結構システム対応が可能になるので、やっていただきたい

と思います。 

 就業規則等を変更すると、いろんなところに届けなくてはいけないので、その分だけ非

常に大量のコピーが出るとか、あるいは電子申請についていうと、対応可能なファイル形

式が少ないとか、文字制限があったり、キャパが小さいというのが問題となっています。 

 地方税については、住民税特別徴収額決定通知書というのがあるのですけれども、これ

も自治体ごとに用紙サイズなどが違うので、全国的に展開している企業にとっては、従業

員への配布に非常に時間とコストがかかるということになっています。 

 国税については、電子申告のデータの容量が少ないとか、したがって、紙で提出せざる

を得ないとか、これは民―民ですけれども、年末調整の保険料控除等について、金融機関

ごとに証明書の様式が違うので、従業員の申請誤りが多くて訂正作業の負担が大きいとい

うことが出ています。 

 今後の検討に向けてお願いしたいところが幾つかありまして、これが15ページ、16ペー

ジにまとめてあります。第１に「規制・行政手続」というものの定義ですけれども、許可

とか申請等に限らず、今、申し上げましたように、日本経済団体連合会さんでも経済同友

会でも、社会保険、国税、地方税、統計・調査に関する負担が大きいので、そんなところ

を範囲に入れてほしい。これが一つです。 

 対象とする「行政機関」の範囲ですが、これも自治体の方の問題が我々にとっては大き

いので、国だけではなくて自治体の様式を整えたり、あるいは自治体自体の業務プロセス

を改革するようなことも視野に入れてほしいと思います。 

 「コスト」の問題ですけれども、政府側のコスト、自治体側のコストに加えて、我々の

コスト、いわゆる提出する側のコストを一つのKPIとして、できれば優先順位をつけてほし

いと思います。 

 次の16ページ、オンライン化についてのお願いですが、ほとんど全部オンライン化しよ

うとしているのですけれども、もう一つ大事なことが手続のワンストップ化というのです

か。ある手続によってはオンライン化よりも紙でやってもワンストップにしてくれればす

ぐできるというのが結構あります。したがって、オンライン化にするか、手続をワンスト

ップ化するかは、それぞれ手続ごとに検討していただきたいと思います。 

 また、日本経済団体連合会さんも最後におっしゃっていましたように、ITも大事ですけ
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れども、まずはプロセス改善。これは国も地方自治体もプロセスを改善して、それでITを

構築していく。そのようなプロセスをとっていただきたいと思います。 

 以上、経済同友会でした。 

○髙橋部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、以上の御説明につきまして、ちょっと時間が迫っておりますが、幾つかご質

問を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

 吉田委員、どうぞ。 

○吉田委員 この後に続く我々のアジェンダの仕事を助けるので、皆さんに回答を聞いて

しまおうかと思っているのですけれども、今、３団体がおっしゃったことをまとめさせて

いただくとすると、まずBPRとして電子政府をつくっていく。オンライン化というか、デジ

タライゼーションしていく、電子化、電子政府、その中には自治体も含めた大きなe-Gov

のようなイメージのものをつくっていく-ということでしょうか。 

 私の考えでは、ここは恐らくIT総合戦略室、遠藤CIOのところでテクノロジー分野は担当

される。ここがプラットホームになると思っているのですけれども、これを実施していく

プロセスの中で恐らく、当然BPRのコンセプトは最初にあって、いろんな申請のフォーマッ

トがスタンダード化され、窓口が自然と統一されるか簡素化されていくだろう。バックヤ

ードではデータの共有ができて、データベースが構築されるので、２度申請も将来的には

なくなっていくのだろうと思います。こうして出来上がったプラットホームがいろんなも

のを改善していくと思っているのです。電子化というのは絶対に最初に来なければいけな

い。 

 その中で、皆様にお伺いしたいのは、一番のプライオリティーが、最初に手続として電

子化と簡素化だとすると、社会保険、税の分野に最初に取り組むべきだろうと思われます。

そのほかには営業の許可・認可、従業員の証明書などというものもありますけれども、プ

ライオリティーワンというものがあったらどれでしょうと言われたら、どれをお選びにな

りますか。 

○髙橋部会長 では、順番にお三方、申しわけないですが一言でいかがでしょう。 

 まず、商工会議所からよろしくお願いいたします。 

○杤原理事 正直申し上げますと、電子化はされていると思っています。ただ、それが使

われていないということです。e-Govの利用率も５割を切っている状況であります。何故使

われないのかという原因をヒアリングしてみますと、使いづらい、互換性がない、という

ことでございます。互換性があるようにしていただければ、あるいは手続に必要な基本情

報はコピーして使えるようにしていただければ、それだけでも相当改善されるのではない

かということでございます。 

 また、そもそも書類が多いと言われています。10枚ある書類を２枚減らしていただけれ

ば20％効率化されるわけでして、まず足元でできることが実はたくさんあるのではないか
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と思っております。例えば、我々が10の書類を出しますと、行政の職員の皆様も10の書類

を見なければなりませんので、提出する書類が半分になれば、チェックする行政側の仕事

も半分で済みます。したがって、基本的に、まずは全体の事務作業の量を減らしていただ

ければと思っております。 

 我々商工会議所の会員は小規模事業者が85％であり、従業員数も製造業で20人以下、サ

ービス業で５人以下しかいないということですので、まずは目先の作業量を減らしていた

だきたいということでございます。 

○髙橋部会長 それでは、日本経済団体連合会、よろしくお願いいたします。 

○上田産業政策本部長 １つということなのですが、一応我々は税と社会保障という言い

方をしていますので、この分野で手続の見直し等が行われれば、相当効果があるのではな

いかと見ております。 

 その際、１つ、ランダムにそれぞれの各省庁で手続を20％減らすというやり方をやって

もほとんど意味がないと思います。まず、原則が必要で、多くの申請にかかる負荷という

のは、基本的にはほかの役所が持っているデータを申請者がみずから集めて窓口に提出す

るというプロセスですので、既に行政側にある情報については申請者に要求しない、でき

ないという原則を立てていただけないかということです。 

 今般、議員立法として成立した、官民データ活用推進基本法においても、連携しなさい

ということが書いてありますので、それを具体的な動きに持っていくプロセスが必要にな

ります。基本的には行政側の情報連携をしっかりまずはやっていただく、それを義務的に

やっていただくということが第一歩ではないかと思います。 

 あと、民間が、あるいは国民が一回出したデータについては何度も何度も同じものを要

求してはいけないというルール、こういう横串をきちんと刺していただいた上で手続を減

らしていくということで、単純に何となく減らすというのは効果がないと思います。 

 電子申請につきましても、要は最後、紙が出てしまうとか、事務所に行かなくてはいけ

なくなり、結局、電子申請した意味がほとんどなくなりますので、電子申請で全てが完結

し、申請してから通知が来るまでも電子的に完結するというような電子申請であってもら

いたいと考えます。単にオンラインで申請できます、PDFを大量に提出しますというのは、

厳密な意味で電子行政ではないと我々は考えております。 

 以上です。 

○髙橋部会長 それでは、経済同友会、よろしくお願いいたします。 

○藤森行政・制度改革委員長 調査結果によりますと、社会保険と税ということなのです

けれども、オンライン、e-Govについては、基本的に大体できているのではないかと思って

います。ところが、例えば、厚生労働省の社会保険とか労働保険というものについては利

用率が6.4％だと。ほかのものについては70％から80％ですけれども、これは６％。つまり、

オンライン化されていても使えないというのが問題なので、そこを検討していただきたい

と思います。 
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○髙橋部会長 どうもありがとうございます。 

 では、川田委員。 

○川田専門委員 どうもありがとうございます。 

 商工会議所の方に質問させていただきます。お聞きしていますと、「規制そのものによ

る手続に負担を感じているもの」と、「書式や様式の差異や重複のために負担を感じてい

るもの」、「規制そのものではなく法律に基づかない調査回答に負担を感じるもの」が混

在しているのかなと思います。そのような中、先ほどの意見の概要を見ますと、規制制度

そのものよりも、書式や様式の重複など、手続上の煩雑さに負担を感じているという意見

が多いという印象を持つのですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○杤原理事 規制・制度そのものにつきましては抜本的に検討していただく必要がありま

すので、山本大臣所管の規制改革推進会議のほうに毎年、規制・制度改革に絞った意見を

提出し、検討していただいております。今回は足元のところで、行政手続の簡素化を専門

的に検討するこちらの部会を新しく作っていただきましたので、今日からでもできる、近

い将来に必ずできると思われる行政手続の簡素化に絞ってお願いをしてございます。制度

を抜本的に変えるような、例えば、税と社会保険の源泉徴収の義務をやめて、全国民が自

主申告をする形にするというような話になると、10年、20年かかる話になると思いますの

で、今回は現状ある制度の中でいかに官と民の双方の仕事量を減らせるかという視点でお

願いをしてございます。 

○髙橋部会長 恐れ入ります。まだまだ御説明頂戴したい部分があると思いますが、残念

ながら時間が参ってしまいましたので、事業者へのアンケート結果につきましては、本日

はここまでとさせていただきたいと思います。 

 杤原様、上田様、藤森様、本当に御多忙のところ、ありがとうございました。今後とも

よろしくお願いいたします。 

（日本商工会議所、日本経済団体連合会、経済同友会 退室） 

○髙橋部会長 続きまして、次の議題に入りたいと思います。 

 事業者ニーズを幅広く把握するため、11月16日から12月15日までの１カ月間、内閣府の

ホームページにおきまして「規制・行政手続のコスト削減に関する意見募集」を行いまし

た。その結果につきまして、事務局から御説明を頂戴したいと思います。 

○大槻参事官 お手元の資料３をごらんください。 

 事業者ニーズの把握の一環として、内閣府ホームページで広く国民や企業等から意見を

募集いたしました。 

 募集の内容ですけれども、負担を感じている具体的な規制・行政手続は何か、規制・行

政手続のどのような点に負担を感じているかについて、自由記載方式で意見を募集しまし

た。 

 募集期間は11月16日からの１カ月間でございます。 

 周知方法としまして、山本大臣に閣議後記者会見で御発言いただき、また、内閣府のツ
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イッター、フェイスブックといったSNSを活用いたしました。日本経済団体連合会に規制改

革に関心の高い企業への個別の周知を依頼いたしました。また、中小企業庁に「ミラサポ」

のメールマガジンにおけるPRを依頼しました。さらに、これまで「規制改革ホットライン」

に提案を行った団体への個別周知を行ったところです。 

 この結果、105件の意見が集まりました。 

 次のページですが、提出された意見は105件でございましたが、その内容を踏まえまして、

適宜分割を事務局において行い、計136事項として整理しております。 

 提出者別にいいますと、士業関係が12件ございました。これは日本弁理士会から複数の

意見をいただいたものなどでございます。それから、事業者等の団体ということで13件、

これはリース事業協会とか、全国地方銀行協会などの団体から意見をいただいております。

事業者等（法人）ということで５件、個別の株式会社、有限会社、NPO法人などからいただ

いております。個人が28件、最後、非公表が47件とありますけれども、公表を希望されな

い団体や法人があったということでございます。 

 事業段階別に見ましたところ、事業継続時の手続が一番多かったということでございま

す。 

 おめくりいただいて、負担感の類型別に、136事項をベースに整理したものでございます。

一番多かったのは、①の提出書類の作成等の負担が大きいもの。２番目に多かったのが⑥

⑦ですが、同様の書類を複数の組織・部署・窓口に提出しなければならない。手続のオン

ライン化が全部または一部されていない。４番目に多かったのは②の同じ手続について、

組織・部署ごとに申請様式・書式等が異なるものでございました。 

 こういった傾向は、おおむね先にヒアリングの整理を行いましたけれども、その結果と

同様ではないかと考えております。 

 最後、⑰というのがありまして、窓口の開設時間が短いですけれども、これはヒアリン

グ時になかった意見でございまして、今回項目を新たに設けたものでございます。 

 ４ページ以降が個別の意見でございますが、幾つか紹介したいと思います。 

 ①の提出書類の作成の関係ですけれども、例えばNo.２、特許行政手続における料金の減

免申請の簡素化ということで、申請に必要な書面の簡素化を図り、より利用しやすくして

いただきたいという日本弁理士会からの意見がございました。 

 また、12ページ目、②の同じ手続について組織・部署ごとに申請様式・書式が異なるも

のでございますけれども、No.38ですが、医薬品医療機器等法に係る諸手続の合理化という

ことで、リース事業協会からの意見ですけれども、リース業界が行うさまざまな業務に対

応した意見が出ております。具体的には、都道府県ごとに異なる各種書式ということで、

販売業許可の申請、更新の申請、変更届出、こういったものやその添付書類を統一化する

こと。また、１つの都道府県の様式に従って作成した各種書類について他の都道府県がこ

れによる申請等を認めること。このような意見をいただいております。 

 20ページ目、⑥の同様の書類の関係のところですが、No.69をごらんください。発電機設
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置に関する届出という事項がございまして、この右のほうに工事計画届出など、幾つかの

届出が出ていますけれども、こういったものにつきまして、ほとんど同様の書面を提出す

ることが必要であるという意見が出ております。 

 おめくりいただいて24ページ目、⑦の手続のオンライン化の関係ですけれども、例えば

No.94の市の体育施設の予約手続などがネットでできないですとか、No.99のパスポートの

申請、これは電子化を求めているものですけれども、事業者というよりは市民目線のよう

な意見も集まったところでございました。 

 最後、36ページ目でございますけれども、窓口の開設時間の関係ということで、業務日

時の拡大とか、休日の窓口対応といった意見が個人からも出てきたというところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○髙橋部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御質問がございましたら、お願いしたいと思います。い

かがでしょうか。 

 特にございませんか。基本的に今までのまとめと共通しているということで、御説明が

あったと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、これにつきましては、御説明を頂戴したということで、次に進めていきたい

と思います。 

 規制改革、行政手続の簡素化、IT化の一体的推進につきましては、参考資料1にございま

すように、先行的取組として具体策を検討することになっております。第２回の部会にお

きまして、検討状況について御報告いただきましたが、本日はその後の状況について、さ

らに御説明を頂戴したいと思います。 

（内閣府政策統括官（経済財政運営担当）、内閣官房日本経済再生総合事務局 入室） 

○髙橋部会長 まず、内閣府経済財政運営担当の籠宮審議官より御説明を頂戴したいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○籠宮大臣官房審議官（経済財政運営担当） よろしくお願いいたします。 

 内閣府官房審議官の籠宮と申します。 

 私から、対日投資会議のワーキング・グループの進捗状況について御説明させていただ

きます。資料は４－１でございます。 

 めくっていただきまして、対日直接投資推進会議という閣僚レベルの会議がございます。

主宰は石原経済財政政策担当大臣でございます。 

 この推進会議決定といたしまして、５月20日に規制・行政手続見直しワーキング・グル

ープを開催するということを決めております。そのメンバーにつきましては、右側のよう

に早稲田大学の浦田先生に座長をお願いしておりまして、座長代理はこちらの部会にも参

加いただいている大崎先生、そのほか、行政書士の方や地方自治体の方、あるいは外国人

の方、税理士や弁護士の方、ジェトロの担当部長、対日投資の手続等で実務に関係するよ
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うな方々に御参加いただいております。 

 次の２ページに参りまして、外国企業からは、日本投資環境の阻害要因として、行政手

続や規制の負担感を指摘する声が多いので、私どもの会議では、ワーキング・グループを

３回開きまして、こういったものについて検討してまいりました。 

 下のほうに、私どもの対日直接投資促進のための政策パッケージ、対日投資推進会議決

定を示しております。骨太の方針と日本再興戦略におきましても決定していますが、早期

に結論が得られるものについては、年内に具体策を決定し、その他も１年以内を目途に結

論を得るということにしております。この年内にということで、まさに今週にも私どもの

ワーキングの中間取りまとめをまとめるところでございます。 

 本日の段階では、その直前でございますので、資料といたしましては、検討してきた課

題ということで整理させていただいています。適宜口頭で補足させていただきます。 

 １つ目の大きなグループが、法人設立・登記関係でございます。例えばどんな課題かと

申しますと、法人の設立登記に当たりましては、資本金を日本国内の銀行口座に払い込ま

なければいけません。ところが、外国の親会社あるいは外国の個人の方が発起人となって

会社を設立しようという場合には、銀行口座の開設が大変なので、日本での法人設立は難

しいという問題があります。これにつきましては、発起人の委任を受けた方の銀行口座を

使ってもいいという方向で、今、調整しているところであります。 

 ２点目は、日本では印鑑証明書が使われていますが、外国人の方は使わないので、かわ

りにサイン証明書を得てほしいということになっております。サインはあるのですけれど

も、サイン証明書自体はそれほど人口に膾炙しておりませんので、とるのに苦労すること

がある。特に、本人の国籍国か、あるいは日本における外国の領事に限定されておりまし

たので、アメリカ人の方でしたら、アメリカと日本以外の、シンガポールとかに住んでい

る方がどうやってこれをとるのかという問題があります。これに対しては、第三国におけ

る、今の例でいいますとアメリカの領事の方でもいい。さらに、日本に来たときに別途取

得するということでも十分ですという方向で対処しようとしております。 

 登記申請書類について、参考資料の英訳が求められるのですが、申請にかかわらない部

分についても日本語への翻訳が求められるということもありまして、これも簡素化しよう

という方向であります。 

 非常に細かい話ですが、割り印の代わりに割りサインというものが求められていること

があるのですが、これはやめましょうという方向で今、議論しているところでございます。 

 次の点は非常に大きな話なのですが、法人設立後も、法人の登記がなされていても、マ

ネーロンダリング等でいろいろ調査しなければいけないので、銀行口座が開設しにくい、

あるいは時間がかかる。３～４カ月かかるという例もあるということでございます。これ

はある意味民―民の話ですので、なかなか難しいところもあるのですけれども、金融庁に

御協力いただきまして、メガバンクに適切に対応できるような態勢整備を求めているとこ

ろでございます。 
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 大体法人設立の関係はこういったグループでございます。 

 ２つ目の大きなグループは、在留資格の関係でございます。入国管理局で非常に時間が

かかる。例えば東京ですと、天王洲にあるのですが、一日仕事になってしまうこともある

ということでございまして、これをどうにかしてほしい。あるいは、期間の見通しをつけ

られるようにできないかということであります。これにつきましては、できるだけ早目に

オンライン化をやっていこうということで、今、御相談しているところであります。 

 配偶者の就労とか、家事使用人の受け入れにつきまして、家事使用人など帯同者の在留

資格の要件が厳しいという問題もあります。これは高度外国人材という制度が数年前に導

入されておりまして、所得ですとか年収、学歴、業績で一定のポイントに達した方につい

ては要件が緩められております。今回は、高度外国人材の要件につきましてもう少し緩く

できないかということと、実は高度外国人材の方ですと、家事使用人の方を帯同してくる

ことが認められているのですが、ここにちょっと制約がありまして、ここの手続を少しや

りやすくできないかということを今、御相談しているところでございます。 

 ３ページ目、行政手続のワンストップ化でございます。アーク森ビルに東京開業ワンス

トップセンターというのがあるのですが、国家戦略特区の事業として東京都にやっていた

だいております。これは別に外国企業に限ったものではございません。ただ、ジェトロが

同じビルにありまして、ジェトロの中にあるような形になっていますので、外国企業に非

常に利用されております。ここに行きますと、登記ですとか、国税、地方税、あるいは在

留資格の手続、社会保険の手続を一括して相談できるという形になっているのですが、で

きるだけここで申請をしていく、手続をフォーマルなものにしていくようなこと、あるい

は、申請できる在留資格の対象を広げるとか、そういったことを今、御相談しているとこ

ろでございます。 

 ４点目は、外国語での情報発信で、各省庁でいろいろな制度、手続につきまして、外国

語での情報発信をしていることはありますけれども、これは中身がなかなかわかりにくい

ということもありますので、幾つか御指摘いただいたもの、例えばe-Taxなどの英語ガイド

ができないかといったことにつきまして議論しているところであります。 

 一元的に１つのところで見られるような仕組みもジェトロと相談してやっているところ

でございます。 

 ５点目の輸入関係、これはさまざまありまして、実は細かいことがいっぱいあるのです

が、いくつか挙げますと、まず、通関の際に用いる統計品目番号、これは関税を決めるた

めのHSコードというのが６桁であるのですけれども、その下にさらに３桁ついておりまし

て、関税率が異ならない場合でも、この番号を決めるのに時間がかかるということもあり

まして、この番号をできるだけ簡素化できないかということであります。 

 それから、通関のウェブサイトでいろいろな関税についての情報提供を行っているので

すけれども、結局水際の手続でいろいろな手続をこれに随伴して行いますので、それにつ

いての情報提供も充実していこうと。大体このような話であります。 
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 本日のところは課題をこんな感じで御紹介させていただいております。最後のページに

書いておりますように、月内、中間取りまとめを行いますので、解決策につきまして、今、

ちょっと口頭で御紹介いたしましたけれども、資料が公表されるのをお待ちいただければ

と思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋部会長 どうもありがとうございました。 

 御質問は次の説明の後にお願いしたいと思います。 

 続きまして、内閣官房日本経済再生総合事務局の広瀬次長に来ていただいておりますの

で、御説明を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○広瀬日本経済再生総合事務局次長 内閣官房日本経済再生総合事務局の広瀬でございま

す。 

 資料４－２をごらんいただければと思います。 

 資料の３ページが経緯でございます。ただいま内閣府の籠宮審議官から御説明があった

のは、この日本再興戦略2016の真ん中あたりのところの、外国企業の日本への投資活動に

関係する規制・行政手続の簡素化でございます。私ども未来投資会議側で担当するのは次

の行の、まさに対日投資の分野以外のところについての先行的な取組、開始できるものに

ついては、年内に具体策を決定しと、この部分です。ここについて検討した次第でござい

ます。 

 次の４ページ、私たちがどういう視点でピックアップをしたかという点でございます。

我々は先行的な取組でございますので、必ずしも網羅的にいろんな案件を掘っていったと

いうよりも、むしろ先行的な取組として非常に興味深いものを掘ってみました。その中で

大きく分けて２つのカテゴリーがございます。 

 １つ目のカテゴリーは、４ページの真ん中にありますように、いろんなIoTとかセンサー

を使ったり、第四次産業革命、革新的技術が生まれてくる。しかし、既存の規制とか行政

手続がそういった新しい技術があることを前提としていないような規制があった場合、そ

の規制が変わらないと新しい技術がどうしても入っていかない。逆に言うと、規制とか行

政手続をそれに合わせて見直していけば、技術がどんどん社会実装していくといった分野

が、成長戦略上非常に重要なのではないかというのが、１つ目のカテゴリー。 

 もう一つのカテゴリーは、その下にございますように、同じような分野について、各省

庁重複手続があるものについて、特に法人番号とか、新しいデジタル・インフラがござい

ますので、そういうものを活用しながら、とにかく事業者負担にならないようになるべく

重複を排除していくといった、この２つのカテゴリーでございます。 

 ５ページをごらんいただきますとも、その中で、１つ目のカテゴリーについては３つの

ものを、２つ目の行政手続の重複の排除につきましては１つ取り上げております。詳しく

はまた個別の資料で御説明いたしますけれども、この技術革新に今の規制が必ずしも対応

していない分野として３つ。 
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 １つ目が、スマート保安。IoTを活用した常時監視によって異常・予兆の早期検知をでき

るようなスマート保安を前提にできるような規制に変えていく。 

 ２つ目が、化学物質の審査でございますけれども、新しい科学的知見とか、ビッグデー

タの分析を前提にしたような新しい審査に変えていく。 

 ３つ目が、i-Construction。建設生産プロセスでICTを活用していくことによって、大幅

に合理化していけるという、建設現場の生産性革命。 

 ４つ目が、行政手続の重複の排除でございますけれども、ベンチャー関連でいろんな省

庁が補助金、委託費を出している。その申請様式が各所ばらばらであり、かつ、オンライ

ン申請を必ずしも前提としていない。これをとにかく一括化できないかといった取組でご

ざいます。 

 そういう取組を我々はどうやって評価するかというところにつきましては、６ページの

下でございます。まさにこういった手続の簡素化、IT化、規制緩和、いろんなことをやっ

ていくことによって、事業者目線で見ますと、大きく分けて３つの効果があるのではない

かと思っております。 

 この効果については緑の楕円の下のほうに３つございます。左のところ、行政手続コス

トの削減とありますけれども、簡単に申し上げると、ペーパーワークでございます。ペー

パーワークが削減をできる効果が１つ目。 

 ２つ目が、法令遵守コスト（政策コスト）の削減とありますけれども、ある安全規制が

あった場合に、規制を遵守するためにいろいろな設備を入れたり、あるいは人を張り付け

たりとございますけれども、そうした規制を守るためのいろいろな設備とか人手等の負担、

これが削減されることによる効果。 

 ３つ目の右側のところは、いわゆる経済効果。規制変更があることによって、本当は自

由にできたらもっと商業活動が継続できたところを回復することによる逸失利益の回復。 

 この３つのものがあり得るのではないかといった仮説のもとに検証をしてまいりました。 

 具体的なところにつきましては、７ページ。この３つにつきまして、それぞれ手続コス

ト削減、法令遵守コスト削減、経済効果を分析してございます。詳細はこの資料の後のほ

うで御説明いたします。 

 ずっとめくっていただきまして、18ページ、１つ目のものでスマート保安でございます。 

 19ページ、これはいろんなコンビナートとかの保安をやる上で、どんどんベテラン従業

員が引退の時期を迎えつつあって、いろんなリスクが増大しております。技術の伝承もな

かなか大変だという中で、いかにして新しい技術で保安レベルを維持、むしろ上げながら

同時にコストを削減していくかという取組が進んでおります。 

 20ページ、例えば右下のところにありますように、従来であれば、配管の中でいろんな

ことが起きると、波形がだんだん大きくなっていくのですけれども、現状のままですと、

実際に上限アラームのところを超したところで初めてアラームが鳴る。そこで初めて対応

すると結構手遅れで、大々的な修理をしなくてはいけないという状況が、今の新しい技術
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でセンサーとかを配管の中に入れておくと、真ん中あたりに予兆とありますけれども、ち

ょっと波形が変わってくるといったところですが、いろいろな過去のデータをビッグデー

タ分析すると、予兆が出てくると、例えば２日後、３日後には相当壊れる可能性があると

いったことを事前に予知をして、その段階で工場を止めて手当てをするというと、相当保

安のいろんな手当てが効率的にできるこういう技術が出てきております。ただし、現状の

規制はこれを前提にしてございません、 

 次の21ページ、左側のところに高圧ガス保安法上の優遇措置とございます。今の制度で

いきますと、左側にまず事業所と書いてございますけれども、原則は毎年都道府県により

定期検査を受けなくてはいけない。ただ、次の認定事業所とありますように、幾つかの要

件を満たしたところについては、最大連続運転期間４年まで延長することが可能となって

ございます。今回新たに来年度からこういったセンサーを入れた、IoT、ビッグデータ分析

を行った、常時監視を行えるといった事業所の場合には、そういう予兆を感知すれば、む

しろ保安レベルを維持できるので、最長８年間連続運転ができるという規制緩和をするこ

とと、経産省で対応しようと思っております。 

 そうしたことをやることの効果を試算してみました。21ページの右側のところでいきま

すと、②のところが、１回止めると30日間工場を止めなくてはいけない。そのことによる

逸失利益が大体ここに書いてあるものでございますけれども、４年に一度が８年に一度に

なると、大体半分に減るので、ここにあります3.7億円ぐらいの逸失利益が回復できる。 

 ③のところは、検査の回数が減ることによって、検査に対応しなければいけないいろん

な設備とか人件費が減ってくるといったこと。 

 ④のところはその他の届出でよくなることによるペーパーワークの削減でございます。 

 こういった効果が一応試算上はあり得るのではないかというところがスマート保安でご

ざいます。 

 次、資料４をごらんいただきますと、化学物質審査でございます。 

 ちょっと複雑でございますけれども、23ページをごらんください。新しい機能性化学物

質が、左側にありますように、次世代半導体とか、燃料電池、医薬品の非常に重要な材料

として使われております。かつ、非常に開発競争がスピードアップしておりまして、国際

的な競争が相当激しくなっております。そうした中で、少しでも早くこういった機能性化

学物質を実際に商業利用したいというニーズがございまして、23ページの右下にあります

ように、少量の製造であれば認めるという審査特例制度の申請件数が増加しています。そ

ういう中で、実は日本の化学物質審査は、海外の審査と大きな構造は同じなのですけれど

も、ほかの国に比べるとちょっと厳しすぎるといった声がございました。 

 24ページをごらんいただきますと、詳細は省きますけれども、例えば真ん中あたりの通

常審査制度と書いてあるところで、試験データが必要と書いてある右側のほうに、分解性、

蓄積性、人健康影響、生態影響とございます。右側のところで課題②とありますけれども、

分解性試験を行って、さらにそこから分解されて出てきた子物質、ここのところは今、追
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加試験が必要ですけれども、最近の試験でいきますと、通常親物質より子物質のほうがむ

しろ安全であるという試験結果もございますので、子物質の試験を不要にするとか、ある

いは課題①と書いたところは普通の試験だったら動物実験を活用するのですけれども、最

近の事例でいきますと、欧米などでは一番下にありますようなQSAR、むしろ分子構造から

動物実験を行わずにコンピューター解析で安全性の推定を行うといった技術を確立してお

ります。こういった技術を原則活用していくといったことで、動物実験の必要がなくなっ

てくる。 

 さらには、一番左のところで、少量審査を行う場合に、今、全国上限がありますけれど

も、特に複数の事業者が申請する場合には、なかなか上限がいついっぱいになるかわから

ないといって、予見可能性が低い場合もございます。そこを環境に実際どのぐらいの影響

があるのかという排出係数についての知見が高まってまいりましたので、これを使って数

量調整を行っていくという規制緩和、手続緩和をしていくことによって、詳細はまた省き

ますけれども、25ページ、26ページにありますように、左側のところにあるとおり法令順

守するためのコスト、右側のところにあるとおりペーパーワークについての削減がこのぐ

らいあり得るのでないかといった効果があると思います。さらには27ページをごらんいた

だきますと、一番右下のところで、機会損失の解消、これはまさに機能性化学物質をつく

っている化学メーカーが本来作りたかったけれども、作れなかったものが、この規制緩和

によって作れるようになると、売り上げ、利益、付加価値レベルでこのぐらい回復できる。

さらには、サプライチェーン全体と申しますのは、先ほどの23ページにありました、次世

代半導体とか、燃料電池とか医薬品とか、そういったユーザー産業が、黙っていると海外

に行ってしまうかもしれない。これが国内でまさに機能性化学物質を活用しながら事業活

動を新しくできると、こういった成長戦略上の非常に大きな効果があるのではないかと

我々は思ってございます。 

 ３つ目でございますけれども、32ページにあるとおり、ベンチャーの世界でございます。

ベンチャーは、経済産業省、文部科学省、NEDO、ありとあらゆる省庁がいろんなベンチャ

ーのための補助金、委託費を出しておりますけれども、結構申請様式がばらばらだという

ことをかねがね言われております。これは、経済産業省が中心になりまして、全体をとに

かく共通化していこうという取組を行っておりまして、取組は３つございます。 

 33ページにありますように、まず、とにかく様式を共通化するということ。 

 ２つ目は、いろんな法人インフォメーションとか、データベースを使って、一回出した

情報はもう一回入れなくていいようにする。Tell us onceというルールで重複的に同じこ

とを言わなくていいようにする。 

 ３つ目が一番右側にありますように、オンライン審査を原則にする。こういう３つの取

組で行おうと思っております。 

 34ページにありますように、出さなくてはいけない情報というのは、ここにある共通デ

ータ項目Ａ、Ｂ、Ｃと、基本情報、事業内容、財務情報とございます。 
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 35ページをごらんいただきますと、上のほうに提出書類が11種類ぐらいありまして、会

社案内からそれぞれの交付申請書、事業化計画書、ざっとあって、最後、11番のところは

いろんなBS、PLの書類とございます。大体、まず、書類上似たような補助金で同じような

ものを出せばいいというものもございますし、また、２から10のところについては、34ペ

ージに戻っていただきますと、事業内容のところに微妙に違うけれども、事業の新規性、

革新性、有意性は大体同じことを書けばいいので、そこは様式を共通化して、同じことは

そのまま使えるようにするという工夫をしようと思ってございます。 

 そうしたことによりまして、35ページにありますように、手続のコストを、真ん中の（１）

のところの初めて補助金を出す場合、大体このぐらいの削減、２回目以降はTell us once

で同じ情報はもう一回出さなくてよくなるので、さらに削減できるのではないかといった

ことで、ざっと下の平均で一番右下にありますように、大体25～26％ぐらいのコスト削減

につながるのではないかという試算をしております。 

 この取組につきましては、今、データベースのシステムを作っておりまして、来年度か

ら経済産業省、NEDO、総務省、文科省から始めて、再来年度からほかの省庁に広げて進め

ていきます。金額的には少しかもしれないけれども、ベンチャーにとってはコスト的には

非常に負担である、ここを少しでも削減していきながら、ベンチャーの促進を、成長戦略

を進めていこうというものでございます。 

 最後、36ページ、37ページでございますけれども、建設現場の生産性革命ということで、

新しいICTを使ったいろんな測量技術、施工技術、検査技術によって、建設現場での効率性、

生産性を抜本的に改革しようという取組でございます。 

 38ページをごらんいただきますと、ここに測量、設計、施工、検査と４段階ございます。

測量でいきますと、まず、これまでは一番下でございます。今、伝統的な測量で測量して

ございますけれども、新しい方法でいきますと、左上のところでドローンを飛ばして３次

元測量を行って、それを解析すると３次元データができる。これを使って②で実際に３次

元の測量データによる設計図を作ってしまう。③でそれを今度はICT建機の中に入れると、

黙っていても、例えばのり面などはきれいにできるという、工事ができる。最後は④のと

ころで、ドローンで３次元測量を行って、設計のものとの差分をきちんと解析して、一定

の範囲内であれば検査合格にするという、こういう新しい取組を行っていくということで

ございます。 

 その効果でございますけれども、最後、41ページ。このことによりまして、検査日数の

ところも今まで左上のように約200メートル間隔で測量しなくてはいけなかったものが、も

うドローンでできますので、要らなくなる。検査書類は今までは相当な部数のものを出さ

なくてはいけなかったものが、一気に書類は50分の１、あとは3Dデータを電子的に出せば

いい。このようなことによって、現場での負担が大幅に軽減されるといったことを狙って

ございます。 

 以上、４つの取組につきまして、未来投資会議の構造改革徹底推進会合で議論いたしま
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して、これは未来投資会議側のほうでの先行的取組と選定させていただきました。 

 こういった取組を参考にしながら、政府全体の規制改革、行政手続の簡素化、IT化の一

体的推進に役立てていただければと思ってございます。 

 以上でございます。 

○髙橋部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明について、御質問等頂戴したいと思います。いかがでしょ

うか。 

 よろしくお願いします。 

○森下部会長代理 経済再生総合事務局のほうに御質問ですけれども、ベンチャー支援プ

ラットホームとは大変いいといいますか、ベンチャーも大変助かる仕組みになると思いま

すが、これをやる場合、文科省、経産省、厚労省といろいろなところにまたがると思うの

ですけれども、今回は誰がリーダーシップをとってやったのか。要するに、やる主体がど

こだったのかと御質問したいのです。 

○広瀬日本経済再生総合事務局長 これは経済産業省産業政策局のベンチャー支援になっ

ておりまして、ベンチャーはいろんなところにまたがっておりますけれども、必ずしも経

済産業省に取りまとめの権限があるわけではありませんが、率先して経済産業省がNEDOの

予算を使いまして、システム開発を行って、ほかの省庁に声を掛けております。 

 同時に、ベンチャーにつきましては、私どもの日本経済再生総合事務局で、ベンチャー

チャレンジ2020というのをやっておりまして、これはまさに各省庁にまたがっているいろ

んな取組をとにかくワンストップ化していこうという取組を行っておりまして、その取組

の一環として位置付けている。そのときに実際のシステム開発とか、声を掛けているのは

経済産業省がほかの省庁に代表で声を掛けて、何とか一本化していこうという取組をやっ

ている最中でございます。 

○髙橋部会長 いかがでしょうか。 

 吉田委員、どうぞ。 

○吉田委員 実は４ページから６ページの内容は、みんなで絶対に共有されないといけな

いと思いました。まず、こういうふうにシンプルにまとめた国のビジョンがあって、その

後に経済成長に向けた今回の行政改革に続いている、となると経済成長と規制改革の立ち

位置がはっきりします。 

 いろんな省庁で同じ議論がいっぱいされているではないでしょうか。この資料のような

シンプルなビジョンを共有すれば、我々としては、重複しない分野がはっきりすると思い

ます。それは間違いなくITの部分ですね。基盤の部分。これは別々の省庁や会議で別々に

議論してはいけない。そうするとまた違ったシステムがいっぱいできます。基幹になるIT

の共有基盤は、もちろん別の専門家集団が集まって詳しい技術の話をしていかなければい

けないと思います。ITのポリシーをどうするか、セキュリティーをどうする、クラウドを

どうする、どういうパートナーに委任するか、と幅広いポイントがあります。そこで質問
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ですが、この共有基盤の構築は政府CIOの担当になるのでしょうか。 

○髙橋部会長 直接御質問があったので、そちらで。 

○広瀬日本経済再生総合事務局長 私が全部お答えする立場かどうか別問題として、まさ

におっしゃるとおり、私どものここで紹介したプラットホームはベンチャーの補助金、い

ろんな手続がございますけれども、おっしゃったように、およそ電子政府化全体、行政手

続全体をIT化するということにつきましては、これはIT戦略本部のところで取りまとめま

して、各省庁のいろんな手続のオンライン化をマネージしてやっています。 

 そういう中で、私どもでもいろいろな声を聞いておりまして、各省ばらばらではなくて、

いろんなプロトコルとか、標準化すべきではないかとか、あるいは原則手続をオンライン

化すべきという方針でやるべきではないかと、いろんな声があることも承知しております。

まさにそういったIT本部で行うような行政手続全体の電子政府化という取組と、この会議

で手続のIT化と簡素化と規制緩和というのをどうやって一体化するかというところが、恐

らく規制改革会議側とIT本部のほうでうまく連携しながら進めていく必要があるのではな

いかと思っています。私どもの再興戦略全体の中で手続のIT化の話も、この話も重要な成

長戦略上の位置付けをしておりますので、いろんな会議が連携して、進めていければと思

ってございます。 

○吉田委員 イギリスの事例の話、デンマークの話が出ていましたが、当然事業者側のコ

ストセーブということもありますが、国として税金を使っているITのシステムというのは

結構大規模な資金運用になるわけで、英国では共有プラットフォームを利用することで、

相当な金額のセービングというのがイギリスではあったのです。あと、ベンチャーの創出、

ベンチャー企業などをできるだけ使っていこうとしました。それから、日本でも大きな課

題ですが、IT人材の育成も必要になりました。 

 こういったことも意識した、本当に共有のビッグe-Govみたいなものを狙うのがいいと考

えています。 

 ありがとうございます。 

○髙橋部会長 それでは、大田議長、よろしくお願いします。 

○大田議長 ありがとうございます。 

 広瀬次長に御説明いただいた資料６ページで、行政手続負担の効果の測定で、人件費掛

ける時間掛ける人数となっていて、人件費が使われているのですけれども、人件費は業種

ですとか企業によって人件費水準が異なりますので、削減目標をＡ時点とＢ時点で比較す

るのであれば、時間だけでいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○髙橋部会長 いかがでしょうか。 

○広瀬日本経済再生総合事務局長 私どもも一つの試みとして計算してございますので、

こうでなければいけないというものは特段ございません。 

 一応我々、３つのカテゴリーがあるものですから、なるべくイメージが湧くように実際

の金額ベースで出したほうがイメージが湧くかなと思ってやりましたが、おっしゃるとお
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り、これはあくまで一つの取組なので、ここの会議で全体の目標を作ったりするとき、統

一性がなければいけないという事情もあるかもしれません。その場合にここらあたりを何

で切ればいいのかというところは確かに議論が必要かもしれません。 

○大田議長 ありがとうございます。 

○髙橋部会長 いかがでしょうか。 

 ちょっと私から感想というか、お願いというか、籠宮審議官からも広瀬次長からも貴重

な御説明をいただいたと思います。 

 多分、我々の取組とかなり共通の問題意識をもって、対日投資のほうは対日投資の視点

からこの問題に取り組まれていて、日本再生のほうは日本再生の視点から取り組まれてい

ると思うのです。ただ、究極的な行政手続のコスト削減とか、IT化とか、我々とかなりア

ンケートをとっても同じような問題意識で、多分我々がこれからやっていくときにはそち

ら様の作業と共通するところが出てくると思います。 

 そのときに、省庁にこれからお願いしていくときに、ばらばらにお願いするのだとなか

なか省庁もかなりハレーションが大きいし、疲労感も大きいと思いますので、どうやって

お願いしていくかということの調整は、ぜひ事務局で調整しながらやっていっていただけ

ればと思います。 

 例えば我々は横串なので、ある意味では重点的に今まで積み上げられてきた、いわゆる

再生総合事務局のほうで緻密にやられていますね。緻密にやられているところは、そちら

のものを我々のところでバッティングするところはそこにかえていただくとか、対日投資

のところも同じで、対日投資のところで我々が工夫してやっているところは、もしそこの

ところがあればそれでかえていただくとか、ちょっとお願いの仕方をこれから工夫してい

かなければいけないと思いますので、ぜひその辺は事務局を通じて調整していただければ

と思いますが、事務局はそこはいかがでしょうか。 

○刀禰次長 今の３部局はパート１、パート２、パート３と呼んでいますけれども、日常

的に連携していますし、本日お越しいただいた審議官、次長とは日常レベルで定期的に会

合を持っていますので、今後ともそこはしっかりと連携してまいりたいと思います。 

○髙橋部会長 特に省庁にお願いするときのお願いの仕方は調整していただければと思い

ます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 では、堤専門委員、お願いします 

○堤専門委員 私からは、2 点ございます。一点は、専門委員というより、消費者目線で

の発言ですが、新しい化学物質の取り扱いに関しては、親物質子物質の安全性など、生産

過程が省略されるイコール安全性などがないがしろにされる、という消費者団体の声もあ

りますので、その許可の過程や、それで作られている商品そのものの安全性を、国や専門

機関がしっかり告知していくことが必要だと思います。 

もう一点は、ベンチャー促進ということで、いくつかの書類を規定のフォーマットに揃え



26 

 

て助成金申請や公共案件受注に活用する、という点について、いつも採用される企業と、

不採用の企業との不公平感や、採択の透明性を、保っていく努力はして頂きたい、という

事です。どうぞ、よろしくお願い致します。 

○髙橋部会長 何か御感想は。 

○広瀬日本経済再生総合事務局長 ありがとうございます。 

 化学物質審査のところはおっしゃるとおりでございます。まさに安全性のところ事業性

のところをどうバランスさせていくかというところが、恐らく今の制度というのはある考

え方のバランスでというところだけれども、そこは決して安全性を損なわないでありなが

ら、しかし、新しい技術とか新しいデータに基づいたということであろうと思っています。 

 私どもが経産省から聞いておりますのは、まさに欧米では既にこういったデータを活用

しながらというのが進んできている中で、日本はちょっと遅れているというところをキャ

ッチアップしようと。したがって、そこで安全上の配慮というのをないがしろにしない、

しかし、技術でカバーをしているということで、両立のバランスをより高度なところにや

っていくという考え方だと思っております。 

 おっしゃるとおり、これを説明していくときに、そういう説明をちゃんとしていかなけ

ればいけないので、それはよく経産省のほうに伝えようと思っています。 

 それから、ベンチャーのところは、おっしゃるとおりでございまして、私ども、先ほど

ちらっと申し上げましたけれども、ベンチャーの促進につきまして、いろんな省庁がいろ

んな施策を持っているものについて、とにかくばらばらではなくてということをやるとき

に、ここにありますようなプラットホームで手続を簡素化していくというのは、一つのパ

ーツでございまして、まさに政府、関係機関のコンソーシアムというのを最近立ち上げま

した。二十何省庁機関ぐらいあって、各省庁どこに申請していいかわからないという声も

結構あって、したがって、コンソーシアムのアドバイザリーボードの方々にもいろいろ具

体の案件の相談があったときに、ここの省庁に行けばいいのではないかというアドバイス

をしていただきながら、そのときにこういったものも活用していただきながら、少しでも

手続コスト、申請コストが削減していくし、なるべく採択できるような形でのアドバイス

をしながら、一回申請したら、そこの部分はもう一回まとめなければいけないということ

にならないように、なるべくコスト削減できるような取組をトータルでやっていこうと思

っておりますので、そのように進めたいと思いますので、ありがとうございます。 

○髙橋部会長 どうもありがとうございました。 

 まだまだいろいろとお聞きしたいことがございますが、時間になりましたので、ここま

でとさせていただきたいと思います。 

 籠宮審議官、広瀬次長、お忙しいところ、ありがとうございました。引き続きよろしく

お願いいたします。 

（内閣府政策統括官（経済財政運営担当）、内閣官房日本経済再生総合事務局 退室） 

○髙橋部会長 続きまして、本日最後の議題に入りたいと思います。これまでの当部会で
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の議論を踏まえまして、規制・行政手続コスト削減の重点分野、目標、手法の検討に当た

っての論点を整理していただいておりますので、事務局より御説明を頂戴したいと思いま

す。 

○大槻参事官 お手元の資料５をごらんください。 

 最初「Ⅰ．取りまとめに向けて」とありますが、復習になりますけれども、日本再興戦

略では、この引用の一番最後のところですが「重点分野の幅広い選定」「削減目標の決定」

「計画的な取組を推進する」と記述されております。 

 本年度中を目途に行う規制・行政手続コスト削減の取組の取りまとめに際しまして、こ

の閣議決定を踏まえて、以下の項目ごと、すなわち１．重点分野の幅広い選定、２．削減

目標の決定、３．計画的取組の推進、４．今後の対応の４点について、検討の整理を行う

必要があると考えられます。 

 おめくりいただきまして、２ページ目「Ⅱ．検討すべき論点」といたしまして、最初の

重点分野の関係です。 

 （１）取組の対象範囲ですけれども、行政手続のうちどこまでを取組の対象範囲とすべ

きかにつきましては、第２回の部会で事務局の整理を行っております。詳しくは第２回の

資料を参照いただければと思いますけれども、再掲いたしますと、コスト削減の対象とす

る規制・行政手続としまして、①削減の対象（○）としているものにつきまして、申請、

届出とありますが、このうち括弧の中にありますが、許認可や届出といった規制に基づく

手続は削減の対象に考えられると整理いたしております。 

 続いて、②ですが、検討が必要（△）としているものですけれども、申請、届出であり

ますが、このうち不服申立て、税、補助金等の通常規制とは考えられないものにつきまし

て、その手続に着目した場合、コスト削減の対象とするか検討する必要があると整理して

おります。このほか、苦情の申し出、請願その他についても検討が必要と整理しておりま

す。 

 ③検証の対象外（×）としていますものにつきましては、処分通知、縦覧等、作成等が

ございます。 

 また、行政機関等につきましては、①削減の対象（○）としているものにつきまして、

国の行政機関に対する手続、地方公共団体、法令が根拠にあるもの、ただし手法は幅広い

検討が必要と整理しています。 

 ②検討が必要（△）としているものですが、独法等、地方公共団体、条例・規則に根拠

があるものということで、第２回の部会のときに地方自治への配慮についても言及してお

ります。 

 ③削減の対象外（×）としているものとして、立法府、司法府と整理しております。 

 （２）事業者ニーズを踏まえた分野選定です。日本再興戦略でも、事業者目線という言

葉がありますが、こういった取組を進めるために、行政手続部会では、これまで御報告し

たように、アンケート調査、ヒアリング、意見募集を実施しまして、その把握に努めてま
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いりました。この結果も踏まえて、重要分野の選定については以下のとおり複数の考え方

があるが、どうかということでございます。 

 ①「事業者ニーズの把握」の取組の中で、コスト削減を求める声が多い分野。 

 ②年間の手続件数が多い分野、ただし、注とありますけれども、件数が多くても手続１

件当たりの削減時間が小さい場合、全体としてのコスト削減効果が大きくても、１事業者

当たりの負担感はほとんど軽減されない場合もあるということが考えられます。 

 ③１事業者当たりの負担を大きく削減すべき分野ということで、こちらは逆に、ここに

注がありますが、年間の手続件数が少ない場合は、特定の事業者の負担感の軽減は大きい

が、全体としての削減効果は小さい場合があるといったことも言えるのではないかと思い

ます。 

 ３ページ目、（３）分野のくくり方でございます。手続をどのようなまとまりでグルー

プ化したものを分野とするべきか。注とありますけれども、分野の置き方にはさまざまな

レベルが存在します。例として、一番大きな社会保障というくくりがありまして、その下

位に社会保険、さらにその下位に雇用保険、労災保険、健康保険があると考えられます。

登記については、その下のレベルで商業登記、不動産登記に分かれることかと思います。 

 ２番目ですが、手続の所管省庁が明確になる分野設定を行う必要があるのではないかと

しております。例えば省庁横断的に分野設定を行う際には、担当省庁が明確になる設定を

する等が必要と考えられます。 

 次に（４）「重点分野」の位置づけですが、「重点分野」をどのように位置づけるかと

いうことで、注にありますけれども、削減目標を設定する分野とする、削減の取組のレビ

ューを行うようにするといった考え方があるのではないかと考えております。 

 さらに「重点分野」以外の分野についてどうするかということがございます。 

 ２番目の「削減目標の設定」に関する論点です。 

 （１）削減対象につきましては、そのコストは事業者に対する規制のコストのうち、行

政手続コストでよいかという論点がございます。こちらは第２回の部会の資料で整理をし

ましたが、諸外国の標準的モデルでは、規制のコストとしまして、ここにありますように

遵守コスト、直接的な金銭コスト、長期構造コスト等々のコストがございます。このうち、

一番上に太線で囲んでおりますが、行政手続コスト、これは規制等を遵守するために企業

において発生する事務作業の費用のことをいいますけれども、これを削減対象と考えてよ

いかといったことが論点でございます。 

 おめくりいただいて４ページ目ですけれども、「何を」削減するかということがござい

ます。 

 ①として、金銭コストを削減することがございます。この場合、注がありますが、標準

的費用モデルにより、社内費用（人件費×作業時間）＋社外費用という基本式で推計し、

削減の効果を把握することになります。なお、2000年代の欧州の主流の方式ではございま

すが、コストの推計・算出に長い期間と多額の費用が必要であるということに留意が必要
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かと思います。 

 次に②として、時間（作業時間）を削減するということがございます。これはアメリカ

で採用された方式、paperwork reductionですけれども、削減の効果を把握するのは企業内

部における手続に要する時間ということでございます。 

 最後に、③手続そのものとしていますが、申請書の記載欄、添付書類の枚数等を削減す

ることが考えられます。これは日本の過去の取組、平成９年の申請負担軽減対策で採用さ

れた方式で、成果・進捗の把握は比較的容易ですけれども、分野・手続によって取組の対

象が異なるということがございます。すなわち、金銭や時間で統一的に削減効果を把握す

ることにはならないということでございます。 

 事業者のニーズや手続の事情・特性によっては「行政手続コスト」以外のものを削減対

象とすることを許容すべきかということで、処理期間とありますけれども、処理期間とい

うのは事業者が行政機関に申請書を提出した後、行政機関が許認可などの処分を行うまで

の期間のことですけれども、その処理期間の設定あるいは短縮といったことが削減対象と

して考えられないかということでございます。あるいは、待ち時間と出ていますけれども、

これは行政機関の審査を待っている時間ということと、物理的に窓口の順番を待っている

時間と両方ありますけれども、こういったものの短縮といったことが考えられるかといっ

たことでございます。 

 （２）削減目標ですけれども、どのような目標を設定すべきかということで、①としま

して、削減率を設定するということが考えられます。これは注にありますけれども、行政

手続コストのベースラインの測定が必要になります。すなわち、全体がわからないとその

割合もわからないということでございます。ただ、2000年代の欧州では、実際にベースラ

インを策定する前に25％削減という目標をいわば先行して設定しているという例が見られ

ております。また、諸外国の調査をしてわかりましたのは、海外では分野によって目標水

準に差を設けていることがあるということが見られました。 

 続いて、②削減額を設定するということが考えられます。こちらもベースライン測定に

より、全体のコスト額がわからなければ、それに対して実現可な目標を設定することが困

難と考えられます。 

 ③は定性的な目標が考えられます。 

 また、削減のスタート時点、起算点をどの時点に設定するかという論点もございます。 

 ５ページ目ですけれども、（３）取組期間（削減目標の達成時期）でありますけれども、

目標実現に向けた取組期間を何年に設定すべきかということがございます。注としまして、

取組期間が短期の場合、短期間で成果を得ることはできるが、大規模な情報システムの整

備や制度改正を伴う取組は困難と考えられます。一方で、長期の場合は、成果が出る間で

の時間はかかるが、大規模な情報システムの整備、制度改正を伴う取組の検討も可能とな

ると考えられます。 

 「Ⅲ．計画的取組の推進」ですけれども、どのように計画的取組を推進するか。また、
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フォローアップをどのような形で行うかといったことがございます。 

 最後に「Ⅳ．今後の対応」のところですけれども、本年度中を目途に行う取りまとめの

後、規制改革推進会議行政手続部会としてどのような対応を行うかということがございま

す。 

 私からは以上になります。 

○髙橋部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問等ございましたらば、よろしくお願

いいたします。いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○森下部会長代理 ４ページのところ、SCMモデルが大変だという話をずっと言っていたの

ですけれども、先ほどの経済再生総合事務局のところで、SCMを変形かもしれませんけれど

も、一応出しているというのを見ると、必ずしもそんなにコストがかかるわけでもないの

かなと。考え方の整理の問題なのでしょうけれども、あれを見ていると説得力はあると思

うのです。そういう意味では、可能であるならば、先方の事務局からもう少しヒアリング

して、SCMモデルを採用してもいいのかなという気もし出したのです。前回も私、アメリカ

のものをやったらどうかという話をしたと思うのですけれども、今回、どの程度大変だっ

たのかわかりませんけれども、それなりの数字が出てきているのであれば、非常に説得力

もありますし、同じようなやり方を踏襲してもかまわないのではないかというのが１点。 

 ２つ目として、数値目標、同じく削減目標ですけれども、これは前回も言いましたけれ

ども、削減目標は定性的ではなくて定量的でないと私は意味がないということで、どうい

う数字にするのかを含めて、ここは非常に重要な議論であろうと 思います。 

 ３つ目の点ですが、質問なのですけれども、経済再生総合事務局がかなりしているので、

先ほど髙橋さんも言われましたけれども、一体どのようにすみ分けをするのか。先行的に

進んでいるのを後で我々が後ろから追いかけてみたいな違和感を覚えて本日聞いていたの

ですけれども、どのように政府部内ですみ分けができているのか、ちょっとよくわからな

かったので、そこは御説明をお願いできればと思います。 

○髙橋部会長 御意見と御質問があったので、御質問のところをよろしくお願いします。 

○刀禰次長 今の１点目のSCMの関係でございますけれども、まさにこれから御議論してい

ただいて御判断いただくことになるわけですけれども、これまで事務局で海外の事例等を

中心に見てきたときに感じておりますことをそのまま申し上げますと、ベースラインの測

定を日本国において、先ほど行政手続の範囲の話もしていますので、どこまでの範囲かに

もよりますけれども、あらゆる行政手続全てについて計算するということは、かなりの時

間と費用がかかります。イギリスの例で数十億円かかっていましたので、そうすると、恐

らく今の日本ですと３桁億の可能性も十分ある金額でございまして、そういう金額をかけ

てやってくことになると、予算措置から含めてかなり時間がかかる話になるだろうと思わ

れますし、そういったことに国民的理解が得られるかということもあろうかと思います。 
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 他方、恐らく今回のものについては、外部委託というよりは、いろんな形でヒアリング

をして、計算を経済産業省を中心に行ったということではないかと思いますが、個別のも

のについてやっていくということは、もちろんいろんな意味で調べればできるということ

はあるだろうと思いますが、他方、もう一つは客観性をどう担保するかということで、今

回、あくまでも試算を再生総合事務局でやっていただいたと思いますが、全体的にやった

ときに、役所が自分で計算しなさいというのが、もちろん全部公表していけばいいのかも

しれませんが、お手盛りみたいなことを言われるのか、言われないのかということもあり

ます。外国の例ではコンサル会社に委託していますが、恐らく何十億も何百億の事業を委

託するというのは、これは大変なことになるかと思います。 

 もう一つは、SCMを計算する分野を、先ほど再生総合事務局の例にあったように限定して

いけば、限定した分野についてやっていくことはある程度可能だと思いますので、このあ

たりも重点分野、幅広く選定となっておりますが、どういった分野、先ほどどの程度のグ

ルーピングという議論もいたしましたけれども、どの程度のことをやっていくのか。ある

程度限定されたものであれば、そういったものの計算は可能かと思います。 

 他方、そういった金額換算というのは、標準的という概念が必ず入りますので、先ほど

大田議長が御指摘されたような、何をもって標準的と見るかによっても違ってくるという

部分もありますし、単純に申し上げれば、外部委託をすることにより費用を安くできるよ

うにしただけでもコストは下がりますので、そういう制度改正をすれば下がるのかという

ことも含めて、客観性とは何か、えいと切りますのでどうしても批判の余地がありますが、

そういった点をどのように見ていくのかということがあろうと思います。そういった点も

踏まえて、最終的に目標をどう決めていくかという御議論の必要があるかと思います。 

 ３点目の再生総合事務局との関係ですけれども、再生総合事務局は基本的に今回の作業

で取りまとめは終わっております。ですので、今の分野は非常に限定された個別の分野に

なりますから、また仮に何か同じ分野を我々が選べば別ですけれども、同じ分野を重点で

選ばない限りにおいてはそれほど問題は発生しないのかなと思っております。 

○髙橋部会長 どうぞ。 

○森下部会長代理 ということは、経済再生総合事務局がしたのは、我々のここの会議で

やる先行事例という位置づけだという理解でいいということですね。 

 その中で、先ほどのSCMに戻るのですけれども、SCMの先ほどの経済総合事務局のものも、

多分欧米でいうタイプのものではなくて、アメリカ型というものと混合型ですね。恐らく

時間を出して、そこに単純にコストを掛けただけの話であって、多分１と２の間をとって

いるようなやり方だと思うのです。そういう意味では恐らくはそんなに難しい計算をしな

くてもやれるのではないか。確かに外部委託云々という話はありますけれども、企業側か

らいえば業務上はそうなってしまうのですけれども、事業者目線で計算すれば、別に外部

委託関係なく削減コストを出せると思うので、そんなに難しく考えなくてもいけるのでは

ないかと思います。先ほどのやり方を踏襲するのであればという前提ですけれども、もし
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これをやるのであれば、ちょっと日本式になるのではないかという気がします。 

○髙橋部会長 いかがでしょうか。 

 佐久間委員、どうぞ。 

○佐久間専門委員 ありがとうございます。 

 まず、本日の経済団体のお三方からお話を聞いて、かなり本日の論点については回答が

出ているのではないかと思います。 

 ビジネスの立場からいえば、完璧なものがあればいいのですが、多分それはなかなか難

しい。それよりも時間というところで、一日でも早く成果が出る、成果が個々の企業、個々

の現場で感じられるということも非常に重要だと思います。という点でいうと、多分、重

点分野というのは本日の方々の話からしてはっきりしている。 

 もう一つは、当然、数値的目標は私も立てたほうがいいと思います。これは誤差範囲で

１割という話ではなくて、目標を立てるからには極めて常識的にいえば半分、半分が難し

ければ２割、３割というところにしか多分ならないと思うのです。 

 次に、フォローアップをどうするかという問題になって、それをちゃんとやると非常に

時間とお金と外部的なコンサルを雇ってということになるので、そもそものニーズがこう

いうアンケートでできていますから、フォローアップもアンケートでやってしまうという

のも一つではないのか。 

 基本的に、しょせんコンサルを雇っても、企業へ何かヒアリングをしてどのぐらい時間

がかかりますかといって、そこで手間はまたかかるので、はっきり言って、もう一度同じ

アンケートを３年後とか５年後にして、この分野について作業時間が減りましたか、全く

減っていない、１割、２割、３割というアンケートをとって、その結果で判断する。それ

についてはしっかり各社が責任を持って把握するということでもよろしいのではないかと

私は思います。 

 もちろん、お金をかけて、非常にモデルをつくってやるというのも一つ他国はやったと

いうことですが、日本の場合はなかなかベースがないのと、それだけのお金と時間をかけ

て成果が本当に出るかというのも若干クエスチョンですから、私は一日でも早くというこ

とを重視したほうがいいと思う。 

 そのときに、アプローチとしては、本日もいろいろ出ていましたけれども、既存のITが、

ｅ－何々があるのだったら、その利用率を少なくとも９割とかに高めるとか、本日もアイ

デアが出ていましたけれども、自治体の書式が違うならば、１カ所で受け付けしたので法

律に基づくものであれば、ほかの自治体も受け付けなければいけないとか、そういう横串

的なルールを設ければいいと思います。 

 以上です。 

○髙橋部会長 どうもありがとうございました。 

 いかがでしょうか。 

 では、お手が先に上がった川田委員。 
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○川田専門委員 佐久間さんの意見と近いのですが、誤解をしているかもしれませんので

確認させてください。１ページの囲みの部分、閣議決定の抜粋の下から３行目にある通り、

「本年度中を目途に、本格的に行政改革、行政手続の簡素化、IT化を一体的に進めるべき

重点分野の幅広い選定と規制・行政手続コスト削減目標の決定」を行うということで、こ

の部会の役割が再整理されていますが、これまでのヒアリング結果を考えますと、重点分

野は規制改革が必要なもの、あるいは手続の重複や様式の不統一など、事業者が負担に感

じているものを中心にある程度まとめられるのかなという印象を持っております。そうし

ますと、２ページからの「重点分野の幅広い選定」に関する論点について、事務局からご

説明いただきましたが、ヒアリングから整理されたものとは違う分野を考える必要がある

ということでしょうか。確認させていただきたいと思います。 

○髙橋部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○刀禰次長 分野という言葉の定義が閣議決定にあるわけではございませんけれども、も

ともと日本再興戦略を決めていくときに、この中に「重点分野の幅広い選定」という言葉

が入ってきたのは、与党との関係で議論を行ったときでございます。そういったときの議

論としては、本日も経済団体のほうからありましたけれども、いろいろなここに並んでい

るような、社会保険ですとか、公共調達とか、税務とか、そういう分野を大体皆さんイメ

ージされているのかなということで、そういったことを前提にどのようなグルーピングを

行う必要があるのでしょうか、といったことを本日資料で整理しているという状況でござ

います。 

○髙橋部会長 多分、その分野について、例えばIT化とか、共通化とか、そういう形でい

ろいろと絞って、要するにアプローチしていって、具体的にどのぐらい削減できるかとい

う話になっていくのではないかと思います。 

 どうも御指摘ありがとうございました。 

 原委員、どうぞ。 

○原委員 ありがとうございます。 

 既に出た点との重複も含めて４点申し上げたいと思います。 

 １つ目は、まず、森下委員、佐久間委員もおっしゃられた数値目標、これは間違いなく

数値での目標が必要だと思います。 

 ２点目に、これも佐久間委員がおっしゃられた、スピードいうことでございますが、先

ほど、削減目標取組期間に関して、短期間だとなかなか大きな成果が出ませんという方向

の御説明をされているようにも聞こえたのですが、この問題はこれまでさんざん出てきま

したように、各国と比べて相当おくれているという状況であることを踏まえて、スピーデ

ィーに取り組むということが重要でないかと思います。 

 ３点目でございますが、資料の２ページ目、検討すべき論点の中の最初に対象範囲とい

う資料をお示しいただいております。この○△×という整理が、この部会での当初の段階

での整理ということでお示しいただいているわけですが、これはこれまでに把握されたニ
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ーズを踏まえて検討をぜひお願いできればと思います。 

 この段階では、○になっているのはいわゆる規制と言われるところだけが○になってい

るわけですが、本日もさんざん議論が出ましたように、いわゆる規制ではない領域、税や

社会保険や補助金、助成金といった領域で非常にニーズが高いということは明らかになっ

ていると思います。 

 あと、×になっているところで１つ気になるのは、処分通知というところですが、これ

も本日、日本経済団体連合会さんと同友会さんからお話がありましたけれども、地方税の

関連で自治体からさまざまな形での通知書が紙で交付されていて、これは事業者にとって

の大きな負担になっているというお話、これはこれまでの会でもありましたけれども、ニ

ーズとしてあるのだろうと思います。ここは、処分通知だからといって、行政機関だけの

問題ということではなくて、これを改善することによって、事業者の負担が解消される、

軽減されるということだと思いますので、ここは×ではなくて、ぜひ対象範囲として御検

討いただけるといいのではないかということが３点目です。 

 ４点目に、資料の３ページで分野のくくり方というところでございますが、手続の所管

省庁が明確になるような分野設定、これは責任者をはっきりさせるということでおっしゃ

られたのだと思いますが、一方で、気になりましたのが、明確にするために縦割りの分野

設定にするという方向に誘導されないように、ぜひ御留意いただけるといいのではないか。

これは本日の補助金の話でもありましたように、複数省庁にまたがっていることによって

無駄が生じているという領域がたくさんあると思いますので、こういった縦割りの問題を

むしろ解消できるような分野設定をいただけるといいのではないかと思いました。 

 以上です。 

○髙橋部会長 一当たり御意見を頂戴したいと思います。 

○吉田委員 縦割りの無駄というのはまさにおっしゃるとおりで、その部分を見るときに

どうしても私はITに関連づけてしまいます。なぜなら、そうした無駄というのはITのとこ

ろで一つ端的に出るのですね。ですので、削減目標の一つのメジャメントに、実は行政府

側のITコストをおくと分かりやすくなると思います。今の調達コストは今幾ら使っている

かというのがわかりますね。それがクラウド化されて、単一のシングルプラットホーム担

った場合に、どれだけ調達コストが年々減っていくかというのは、イギリスでも事例が出

ているのですけれども、わかりやすい一つの指標ではあると思います。このコストは税金

なわけですから、管理、運用、機器の調達コストを比較すれば、どこが削減されたのか、

明確になると思います。 

 先ほど藤森さんがおっしゃっていた、ほとんどオンライン化されています、デジタル化

されています、だけれども、使っているのは６％だけなのですというのが全てを物語って

いると思うのですね。物すごく高いお金を、でも余り政府の予算が十分に提供されないの

は認識しているつもりです。それでもそれぞれITベンダーを任命して、いろんなアプリケ

ーションを開発させ、運用させ、省庁ごとに違う機器を調達して、違うシステムで運用さ
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れているような印象があります。これを一つの大きなクラウドにすることで、どれだけシ

ームレスなプロセスが構築できるか認識した方がいいと思います。もしかしたら、各省庁

の予算を全部一つに集めて、それこそIT戦略室に持っていくとか、そこでしか調達できま

せんぐらい激しいことをさせないと、なかなかIT化というのは実現されないというのが海

外での経験から得た教訓になっています。 

  

○髙橋部会長 堤委員、いかがでしょうか。 

○堤専門委員 時間も迫っているので、皆さんおっしゃっていらっしゃるように、何か始

めるときに、まずは調査をしましょうと、そこに大きなお金と時間をかけるのは非常にも

ったいないと思いますので、まず、本当に森下先生がおっしゃったように、費用と時間と

かけ合わせたような日本版のものをつくっていくときに、日本商工会議所の方もおっしゃ

っていましたけれども、非常に簡単なのは、10枚あった書類が８枚になったよ、２枚少な

くなったよというだけで時間は減ると思いますので、まず、そこの時間という部分。 

 あと、おっしゃっていた、できれば税金とか社会保障とかという、どの事業者でもやっ

ているものは取り上げていただきたい。補助金、助成金もしっかりと。ここをやっていく

ためにIT化を進めるということで、多分、委員の先生がおっしゃっていた、今までｅ何と

かを使っていらっしゃる事業者を例えば３年間で倍にしましょうというような数値目標を

決めてやっていく。このためには、絶対国と地方自治体のフォームの統一が必須になって

くると思いますので、本当に本日かなり回答が出ていると思います。あとはやるだけだと

思います。 

○髙橋部会長 どうもありがとうございました。 

 まだ御議論あると思いますが、私もいろいろありますけれども、それは事務局に個別的

に伝えるとして、本日はここまでとさせていただきたいと思います。 

 本日の議論を踏まえまして、参考資料２にもありますように、年明けから取りまとめに

向けて検討を進めてまいりたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

 本日の議題は以上でございます。最後に事務局から何かございますでしょうか。 

○石崎参事官 次回の会議日程は、後日また事務局のほうから連絡させていただきます。 

○髙橋部会長 それでは、これにて会議を終了いたします。どうもありがとうございまし

た。 

 


